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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体が存在する状態の被検査対象の表面の欠陥を検査する装置であって、
入射側偏光部材と、被検査対象に光を照射する光源とを備えた投光手段と、
受光側偏光部材と、前記被検査対象の表面において反射した光を前記受光側偏光部材を通
して受光する受光部とを備えた撮影手段とからなり、
前記投光手段の入射側偏光部材は、
前記光源をその光軸方向から見たときに該光源の発光体の一部が見えるように、該光源の
光軸上に配置されており、かつ、該光源から前記被測定対象に向けて放出される光の一部
が、該入射側偏光部材を透過せずに前記被測定対象の表面に直接照射されるように設けら
れており、
前記光源から前記被検査対象に対して照射された光のうち、前記液体が存在する部分にお
ける反射によって前記受光部に入射する全光量と、前記液体が存在しない部分における反
射によって前記受光部に入射する全光量と、の差が小さくなるように配置されている
ことを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項２】
　前記撮影手段は、
特定波長域の光を透過させるフィルタを備えている
ことを特徴とする請求項１記載の欠陥検査装置。
【請求項３】
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　液体が存在する状態の被検査対象の表面に光源から照射される光の反射光に基づいて、
該被検査対象の表面の欠陥を検査する検査方法であって、
前記光源と前記被検査対象との間に配置した入射側偏光部材と、前記被検査対象と反射光
を受光する撮影手段との間に設けられた受光側偏光部材とにより、前記液体表面での反射
の影響を除去し、
前記光源から前記被検査対象に対して照射しされた光のうち、前記液体が存在する部分に
おける反射によって前記受光部に入射する全光量と、前記液体が存在しない部分における
反射によって前記受光部に入射する全光量と、の差が小さくなるように、該光源から放出
される光の一部を前記入射側偏光部材を透過させて前記被検査対象に照射し、該光源から
放出される光の一部を直接前記被検査対象に照射し、
前記被検査対象の表面で反射した光を、前記受光側偏光部材を通して受光する
ことを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項４】
　特定波長域の光を透過させるフィルタを通して受光する
ことを特徴とする請求項３記載の欠陥検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、欠陥検査装置および欠陥検査方法に関する。さらに詳しくは、被検査対象の
表面を光学的手法を用いて検査する欠陥検査装置および欠陥検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鋼板等のシート状製品の表面欠陥の検査では、鋼板等の表面に光を照射して、鋼
板等の表面で反射した反射光の受光信号の強度に基づいて欠陥の有無を判断することが行
われていた。
　しかし、鋼板等では、その製造工程において防錆等の目的でその表面に油が塗布されて
いる場合があり、この場合には、鋼板に存在する油の影響によって欠陥の検出ミスが発生
する可能性がある。例えば、鋼板等の表面に油が点在しているような場合、油部分からの
反射光は、油が存在しない部分からの反射光の信号強度に比べて、その信号強度が低くな
る等の現象が発生する。すると、油を欠陥と誤認してしまう検出ミスが発生するので、欠
陥検査精度が低くなる。
【０００３】
　鋼板等の表面に存在する油が欠陥検査精度に対して与える影響を抑制する技術として、
特許文献１に開示された技術がある。
　この文献には、被検査面に偏光光束を入射する投光部と、被検査面で反射した反射光か
ら異なる３つの偏光成分を抽出して画像信号に変換する受光部と、被検査面に入射する偏
光光束の入射角を変化させる入射角可変部と、被検査面で反射した反射光を受光する受光
角を変化させる受光角可変部とを備えた欠陥検査装置が開示されている。
　この欠陥検査装置では、鋼板への塗油の有無や塗布される油の品種に基づいて、入射角
および受光角を予め定められている最適な入射角および受光角に変更するので、鋼板表面
の状態、つまり、油の存在状態に係わらず、最も受光信号の信号レベルが高い状態で鋼板
の表面を検査することができ、安定した検査を行うことができる旨の記載がある。
【０００４】
　しかるに、特許文献１の技術では、入射角および受光角を調整することによって受光信
号全体の信号レベルを高くして欠陥信号を検出し易くするものであり、受光信号に含まれ
る油の影響自体を除去することはできない。
　しかも、鋼板の表面の状況に応じて投光部や受光部の角度を変化させなければならない
ので、その角度調整が煩雑である。また、入射角可変部、受光角可変部およびその制御機
構を設けなければならないので、装置が複雑化し大型化してしまう。
【０００５】
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【特許文献１】特開平９－１５９６２１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑み、装置構成を複雑化することなく、油等の影響を抑えて表面欠
陥の検出精度を高くすることができる欠陥検査装置および欠陥検査方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（欠陥検査装置）
　第１発明の欠陥検査装置は、液体が存在する状態の被検査対象の表面の欠陥を検査する
装置であって、入射側偏光部材と、被検査対象に光を照射する光源とを備えた投光手段と
、受光側偏光部材と、前記被検査対象の表面において反射した光を前記受光側偏光部材を
通して受光する受光部とを備えた撮影手段とからなり、前記投光手段の入射側偏光部材は
、前記光源をその光軸方向から見たときに該光源の発光体の一部が見えるように、該光源
の光軸上に配置されており、かつ、該光源から前記被測定対象に向けて放出される光の一
部が、該入射側偏光部材を透過せずに前記被測定対象の表面に直接照射されるように設け
られており、前記光源から前記被検査対象に対して照射された光のうち、前記液体が存在
する部分における反射によって前記受光部に入射する全光量と、前記液体が存在しない部
分における反射によって前記受光部に入射する全光量と、の差が小さくなるように配置さ
れていることを特徴とする。
　第２発明の欠陥検査装置は、第１発明において、前記撮影手段は、特定波長域の光を透
過させるフィルタを備えていることを特徴とする。
（欠陥検査方法）
　第３発明の欠陥検査方法は、液体が存在する状態の被検査対象の表面に光源から照射さ
れる光の反射光に基づいて、該被検査対象の表面の欠陥を検査する検査方法であって、前
記光源と前記被検査対象との間に配置した入射側偏光部材と、前記被検査対象と反射光を
受光する撮影手段との間に設けられた受光側偏光部材とにより、前記液体表面での反射の
影響を除去し、前記光源から前記被検査対象に対して照射しされた光のうち、前記液体が
存在する部分における反射によって前記受光部に入射する全光量と、前記液体が存在しな
い部分における反射によって前記受光部に入射する全光量と、の差が小さくなるように、
該光源から放出される光の一部を前記入射側偏光部材を透過させて前記被検査対象に照射
し、該光源から放出される光の一部を直接前記被検査対象に照射し、前記被検査対象の表
面で反射した光を、前記受光側偏光部材を通して受光することを特徴とする。
　第４明の欠陥検査方法は、第３発明において、特定波長域の光を透過させるフィルタを
通して受光することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
（欠陥検査装置）
　第１発明によれば、投光手段および撮影手段に設けた偏光部材により油等の液体表面で
の反射の影響を除去しつつ、光源から被測定対象の表面に直接照射される光の散乱光の影
響により液体部分から撮影手段に入光する光の光量と液体が存在しない部分から撮影手段
に入光する光の光量との差を少なくすることができる。すると、撮影手段の受光部が受光
する反射光では、液体表面における反射の影響が低減されるので、被測定対象の表面欠陥
の検出精度を高くすることができる。しかも、投光手段および撮影手段に偏光部材を設け
ているだけであるから、装置が複雑化することを防ぐことができ、装置もコンパクトな構
成とすることができる。
　第２発明によれば、液体と被検査対象表面とのコントラストが強い場合でも、反射光に
含まれる液体の影響を低減させることができる。
（欠陥検査方法）
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　第３発明によれば、光源側および受光側に設けた偏光部材により油等の液体表面での反
射の影響を除去しつつ、液体部分から受光側に向かう光の光量と液体が存在しない部分か
ら受光側に向かう光の光量との差を少なくすることができる。すると、液体表面における
反射の影響が低減された反射光を受光することになるので、被測定対象の表面欠陥の検出
精度を高くすることができる。
　第４発明によれば、液体と被検査対象表面とのコントラストが強い場合でも、反射光に
含まれる液体の影響を低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１（Ａ）は、本発明の一実施形態にかかわる欠陥検査装置１の概略説明図であり、（
Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ線矢視図である。なお、図１では、各装置等の配置等を分かり易く
するために、相対的な大きさは、実際とは異なる寸法で記載されている。
【００１０】
　図１において、符号Ｓは、連続して搬送される、フィルムや金属等からなるシート状の
部材などの被検査対象を示している。この被検査対象Ｓは、その表面に油や水等の液体が
存在する状態で表面検査を行うものである。例えば、銅箔の製造工程では、圧延油や防錆
油など様々な油を使用するので、シート表面に油が存在した状態で検査を行うことになる
。
　また、図１において、符号Ｒは、搬送される被検査対象Ｓに対して張力を加えるために
設けられているローラを示している。
【００１１】
　つぎに、本実施形態の欠陥検査装置１を説明する。
　本実施形態の欠陥検査装置１は、被検査対象Ｓに対して光を照射する投光手段１０と、
被検査対象Ｓの表面で反射した反射光を受光する撮影手段２０とを備えている。
【００１２】
　まず、投光手段１０を説明する。
　図１（Ａ）に示すように、投光手段１０は、被検査対象Ｓの表面に向けて光を放出する
光源１１と、この光源１１と被検査対象Ｓとの間に設けられた入射側偏光部材１２とを備
えている。
【００１３】
　図１（Ｂ）に示すように、光源１１は、被検査対象Ｓの幅方向（図１（Ａ）では紙面に
垂直な方向）に沿って延びた、横長の発光体１１ａを備えている。この発光体１１ａは、
例えば、蛍光灯やＬＥＤ等であるが、被検査対象Ｓに向けて光を照射できるものであれば
とくに限定されない。
【００１４】
　入射側偏光部材１２は、発光体１１ａが放出する光を透過して偏光する、例えば、偏光
フィルタや偏光フィルム等であり、光源１１の光軸ＬＡ上に位置するように設けられてい
る。この入射側偏光部材１２は、その形状が横長となるように形成されており、その軸方
向と、発光体１１ａの軸方向（図１（Ｂ）では左右方向）とが一致するように配設されて
いる。
　そして、この入射側偏光部材１２は、その高さＨ１が、発光体１１ａの高さＨ２よりも
低くなるように形成されている。つまり、入射側偏光部材１２は、投光手段１０をその正
面から見たときに、光源１１の発光体１１ａが入射側偏光部材１２によって完全には隠れ
ず、光源１１の発光体１１ａの一部が見えるような状態となるように配置されているので
ある。
【００１５】
　このため、投光手段１０における光源１１の発光体１１ａから被検査対象Ｓに向けて光
を放出すれば、放出された光のうち、一部の光は入射側偏光部材１２を透過し偏光されて
被検査対象Ｓの表面に照射されるが、一部の光は被検査対象Ｓの表面に直接照射されるの
である。
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　以下では、光源１１の発光体１１ａから被検査対象Ｓに向けて照射される光のうち、入
射側偏光部材１２を透過して被検査対象Ｓに照射される光を偏光照射光、被検査対象Ｓの
表面に直接照射される光を直接照射光という。
【００１６】
　また、図示しないが、欠陥検査装置１は、投光手段１０をその光軸ＬＡ方向に沿って移
動させて投光手段１０を被検査対象Ｓに対して接近離間させる機構、例えば、ジャッキや
シリンダ、ボールネジ等の移動機構を設けているが、その理由は後述する。
【００１７】
　つぎに、撮影手段２０を説明する。
　図１に示すように、撮影手段２０は、被検査対象Ｓで反射した反射光を受光する受光部
２１と、この受光部２１と被検査対象Ｓとの間に設けられた受光側偏光部材２２とを備え
ている。
【００１８】
　受光部２１は、例えば、ラインセンサやＣＣＤエリアカメラ等の撮像装置であるが、被
検査対象Ｓで反射し受光側偏光部材２２を透過する反射光を検出できる機器であれば、と
くに限定されない。
【００１９】
　受光側偏光部材２２は、被検査対象Ｓで反射した反射光のうち、所定の偏光を有する光
を透過させる、例えば、偏光フィルタや偏光フィルム等である。この受光側偏光部材２２
は、受光部２１と被検査対象Ｓとの間に設けられており、受光部２１の光検出部を完全に
覆ってしまうように配設されている。つまり、受光側偏光部材２２は、受光側偏光部材２
２を透過した反射光のみが受光部２１に入光するように設けられているのである。
【００２０】
　つぎに、本実施形態の欠陥検査装置１による検査作業について説明する。
　まず、投光手段１０および撮影手段２０を、被検査対象Ｓの同じ側に設置する（図１）
。このとき、撮影手段２０は、投光手段１０が放出した光が被検査対象Ｓで正反射した反
射光を受光するように配置する。つまり、投光手段１０の光軸ＬＡを被検査対象Ｓで正反
射させた軸と、撮影手段２０の光軸ＬＡ１とが一致するように配置する。また、撮影手段
２０は、被検査対象Ｓにおいて、投光手段１０の偏光照射光が照射されている領域を撮影
するように調整する。言い換えれば、撮影手段２０は、偏光照射光が照射されている領域
で反射した反射光だけを受光するように調整する。
【００２１】
　ついで、投光手段１０に入射側偏光部材１２を設け、撮影手段２０にも受光側偏光部材
２２を設ける。そして、油等の検査中に被検査対象Ｓの表面に存在する液体を、被検査対
象Ｓの表面における撮影手段２０の撮影領域に配置する。そして、撮影領域内には液体が
存在する部分（液部）と液体が存在しない部分（非液部）とが存在する状態に調整する。
　この状態で、撮影手段２０の受光側偏光部材２２を調整して、受光部２１の受光信号に
含まれる液部表面での反射光の影響が少なくなるように調整する。具体的には、受光側偏
光部材２２を光軸ＬＡ１まわりに回転させ、撮影手段２０の光軸ＬＡ１に対する受光側偏
光部材２２の偏光角度を変化させて、液部での反射率と非液部での反射率が同等となるよ
うに調整する。つまり、撮影手段２０の受光部２１には、液体の表面での反射の影響が除
かれた光が入光するように調整する。
【００２２】
　受光側偏光部材２２の偏光角度を調整すると、移動機構によって投光手段１０をその光
軸ＬＡに沿って移動させて、投光手段１０から被検査対象Ｓまでの距離Ｄを調整する。
　撮影領域に照射された偏光照射光は、被検査対象Ｓの表面で反射して撮影手段２０に入
光するのであるが、液部に照射された偏光照射光は、液体を透過して被検査対象Ｓに照射
され、被検査対象Ｓの表面で反射した後、再び液体を透過して撮影手段２０に向かうこと
になる。つまり、液部で反射した反射光は液体を透過しているので、液部での反射によっ
て撮影手段２０の受光部２１に入射する偏光照射光の光量（以下、液部直接入光量という
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）は、非液部の反射によって受光部２１に入射する偏光照射光の光量（以下、非液部直接
入光量という）よりも光量が少なくなってしまう。
　しかし、投光手段１０から被検査対象Ｓまでの距離Ｄを調整することによって、投光手
段１０から被検査対象Ｓに照射される直接照射光の効果により、液部と非液部とのコント
ラストの差、つまり、液部での反射によって受光部２１に入射する全光量（以下、液部合
計光量という）と、非液部での反射によって受光部２１に入射する全光量（以下、非液部
合計光量という）との差を小さくすることができる。
【００２３】
　上記調整が終了すると、被検査対象Ｓを搬送しながら、被検査対象Ｓの表面を本実施形
態の欠陥検査装置１によって検査する。すると、被検査対象Ｓの表面に液体が存在してい
ても、撮影手段２０の受光部２１によって受光される反射光は、液体の表面反射の影響が
除去され、しかも、液部合計光量と非液部合計光量との差を少なくなっている。
　つまり、撮影手段２０の受光部２１は、液体の影響が低減された反射光を受光するので
、測定対象Ｓの表面欠陥の検出精度を高くすることができる。
【００２４】
　しかも、投光手段１０および撮影手段２０に加えて、偏光部材１２，２２と移動機構を
設けているだけであるから、装置が複雑化することを防ぐことができ、装置もコンパクト
な構成とすることができる。
【００２５】
　ここで、投光手段１０から被検査対象Ｓまでの距離Ｄを調整することによって、液部合
計光量と非液部合計光量との差を小さくすることができる理由を説明する。
【００２６】
　まず、本実施形態の欠陥検査装置１では、投光手段１０から被検査対象Ｓに対して偏光
照射光と直接照射光の両方が照射されているが、撮影手段２０は、偏光照射光が照射され
ている領域を撮影するように撮影領域が調整されている。このため、被検査対象Ｓの表面
で反射した光のうち、偏光照射光の反射光のみが撮影手段２０に直接入光し、直接照射光
の反射光は撮影手段２０に直接は入光しない。
【００２７】
　しかし、撮影領域以外の部分に照射されている直接照射光は、被検査対象Ｓの表面上で
乱反射するので、その乱反射した光の一部は撮影領域内に入射する。すると、撮影領域に
入射した乱反射光は撮影領域内で再反射されるが、この再反射された光が移動する方向が
撮影手段２０の光軸ＬＡ１方向と一致していれば、再反射された光は撮影手段２０の受光
部２１に入光する。つまり、直接照射光の反射光も、間接的には受光部２１に入光する。
すると、受光部２１に入光する反射光の光量は、直接受光部２１に入光する偏光照射光の
光量と、間接的に受光部２１に入光する直接照射光の光量とを合わせた光量（合計光量）
となる。
【００２８】
　ここで、間接的に受光部２１に入光する直接照射光の光量は、非液部での反射によって
受光部２１に入光する光量（以下、非液部間接入光量という）比べて、液部での反射によ
って受光部２１に入光する光量（以下、液部間接入光量という）の方が多くなる。なぜな
ら、液体が存在することによって、液部では、非液部に比べて散乱が生じやすくなってお
り、散乱光の方向が撮影手段２０の光軸ＬＡ１方向と一致する確率が高くなるからである
。
【００２９】
　すると、上述したように、撮影手段２０の受光部２１に直接入光する偏光照射光の光量
は、液部直接入光量に比べて非液部直接入光量の方が多いのであるから、受光部２１に間
接的に入光する直接照射光の光量を変化させれば、液部合計光量と非液部合計光量の差を
調整することができる。つまり、非液部間接入光量と液部間接入光量の差の分だけ、非液
部直接入光量と液部直接入光量との差を小さくすることができるのである。
【００３０】



(7) JP 4445563 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

　そして、撮影手段２０の受光部２１に間接的に入光する直接照射光の光量は、被検査対
象Ｓにおいて直接照射光が照射される面積によって変化する。例えば、投光手段１０から
被検査対象Ｓまでの距離Ｄを変化させれば、被検査対象Ｓにおいて直接照射光が照射され
る面積を増減させることができる。すると、直接照射光が照射される面積の増減にともな
って液部間接入光量を増減させることができるから、直接照射光が照射される面積を調整
すれば、液部合計光量と非液部合計光量との差を小さくすることができ、反射光の光量差
に起因する欠陥の誤検出を防ぐことができる。
　また、撮影手段２０の受光部２１に間接的に直接照射光を入光すれば、受光部２１に入
光する反射光の光量が全体的に増加するので、欠陥信号はより検出し易くなるという効果
も得られる。
【００３１】
　なお、直接照射光の光量を調整する方法は、上記の方法に限られず、入射側偏光部材１
２の高さＨ１を調整して、入射側偏光部材１２が光源１１の発光体１１ａを覆う面積を変
化させても調整することができる。
【００３２】
　また、液部と非液部との境界において液体が乾いているような部分（境界部）では、他
の液部に比べて非液部との反射光強度の差が大きくなり、境界部を欠陥と誤認してしまう
可能性がある。
　しかし、図２に示すように、撮影手段２０に特定波長域の光を透過するフィルタ２３を
設ければ、このフィルタ２３によって境界部からの反射光に含まれる光を選択的に除去す
ることができるので、反射光に含まれる境界部の影響を低減させることができる。
【００３３】
　例えば、被検査対象Ｓが銅板であり、この被検査対象Ｓの表面に油が存在しているよう
な場合であれば、フィルタ２３として、銅板の反射光に多く含まれる赤の波長域を透過で
きる赤色フィルタを使用すれば、境界部の反射光に含まれる周波数成分をある程度除去で
きるので、境界部と他の部分とのコントラストを弱めることができる。つまり、境界部の
反射光強度と他の部分の反射光強度との差を小さくできるので、境界部を欠陥と誤認する
可能性を低くでき、表面欠陥検出精度を高くすることができる。
【００３４】
　図３には、本実施形態の欠陥検査装置１によって表面に油が付着した銅板を撮影した画
像の例を示している。なお、撮影した銅板は、付着している油の外周部分が若干乾いて境
界部と他の部分とのコントラストが強くなった状態のものである。
【００３５】
　図３（Ａ）は、撮影手段が赤色フィルタを備えた本発明の欠陥検査装置によって撮影し
た画像であるが、油の存在している箇所と油が無い箇所、および両者の境界部分の差がほ
とんど無く、油の影響を受けない画像が得られていることが確認できる。
【００３６】
　図３（Ｂ）では、赤色フィルタが無い状態の本発明の欠陥検査装置によって撮影した画
像であり、油の存在している箇所と油が無い箇所との色の濃さの差は少なくなっており、
油の影響が抑制されていることが確認できる。しかし、境界部は他の部分とのコントラス
トが強くなっている。つまり、油の存在している箇所と油が無い箇所とコントラストが強
い場合には、特定波長域の光を透過するフィルタが有効であることが確認できる。
【００３７】
　一方、図３（Ｃ）は、本発明の欠陥検査装置において、撮影手段が赤色フィルタを備え
ているが、投光手段の光源の発光体が偏光部材によって完全に覆われた状態として、上記
銅板を撮影した画像である。つまり、直接照射光が全く無い場合の画像である。この画像
の場合には、図３（Ｂ）ほど境界部がはっきりと確認できないので、赤色フィルタによる
コントラストを弱める効果は得られていると考えられる。しかし、全体的に画像が暗い上
、油の存在している箇所と油が無い箇所との色の濃さの差が大きくなっている。つまり、
直接照射光が無いことにより、撮影手段が受光する光量が不足しており、しかも、直接照
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まであることが確認できる。
【００３８】
　以上の結果から、本発明の欠陥検査装置が油等の液体が存在する被検査対象の表面欠陥
検査に適していること、および、油の存在している箇所と油が無い箇所とコントラストが
強い場合には特定波長域の光の選択的に透過させるフィルタが有効であることが確認でき
る。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の欠陥検査装置は、表面に油や水等の液体が付着しているシート状の部材におけ
る表面の欠陥検査に適している。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】（Ａ）は、本発明の一実施形態にかかわる欠陥検査装置１の概略説明図であり、
（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ線矢視図である。
【図２】他の実施形態にかかわる欠陥検査装置１の概略説明図である。
【図３】本実施形態の欠陥検査装置１によって表面に油が付着した銅板を撮影した画像の
例であり、（Ａ）は本発明の欠陥検査装置によって撮影した画像であり、（Ｂ）は本発明
の欠陥検査装置において色フィルタを設けずに撮影した画像であり、（Ｃ）は本発明の欠
陥検査装置において光源の発光体を完全に偏光部材で覆った状態で撮影した画像である。
【符号の説明】
【００４１】
　　１　　　欠陥検査装置
　１０　　　投光手段
　１１　　　光源
　１２　　　偏光部材
　２０　　　撮影手段
　２１　　　受光部
　２２　　　偏光部材
　２３　　　フィルタ
　　Ｓ　　　被検査対象



(9) JP 4445563 B2 2010.4.7

【図１】 【図２】



(10) JP 4445563 B2 2010.4.7

【図３】



(11) JP 4445563 B2 2010.4.7

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－２２１３９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｍ１１／００－１１／０８
              Ｇ０１Ｎ２１／８４－２１／９５８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

